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１０
月
か
ら
子
ど
も
手
当
が
変
わ
り
ま
し
た

す
べ
て
の
方
が
再
度
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

◆
子
ど
も
が
海
外
に
居
住
し
て
い

る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
子
ど

も
手
当
を
受
け
取
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。（
海
外
留
学
に
よ

る
特
例
あ
り
）

◆
父
母
が
海
外
に
居
住
し
て
い
て

も
、
子
ど
も
が
日
本
で
居
住
し

て
い
る
場
合
は
、
子
ど
も
と
同

居
し
て
い
る
監
護
者
が
、
子
ど

も
手
当
を
受
給
で
き
ま
す
。

◆
離
婚
協
議
の
た
め
、
父
母
が
別

居
し
て
い
る
場
合
は
、
子
ど
も

と
同
居
し
て
い
る
保
護
者
が
、

優
先
的
に
手
当
を
受
給
で
き
ま

す
。

◆
１０
月
か
ら
は
、
市
町
村
の
判
断

に
よ
り
、
子
ど
も
手
当
か
ら
直

接
保
育
料
を
差
し
引
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

提
出
書
類

①
子
ど
も
手
当
認
定
請
求
書

②
健
康
保
険
証
の
写
し
ま
た
は
年

　
金
加
入
証
明
（
請
求
者
の
も
の
）

※
①
は
、

１０
月
下
旬
に
対
象
者
へ

お
届
け
し
て
い
ま
す
。

※
②
は
、
国
民
年
金
に
加
入
さ
れ

て
い
る
方
は
不
要
で
す
。

※
請
求
者
が
子
ど
も
と
別
居
し
て

い
る
場
合
や
、
養
育
者
（
実
父

母
以
外
）
の
場
合
は
、
添
付
書

類
が
必
要
で
す
。
く
わ
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

提
出
先

　
子
育
て
支
援
課
・
各
庁
舎
窓
口

セ
ン
タ
ー

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

　
次
の
方
は
、
平
成

２４
年
３
月
末

ま
で
に
申
請
し
て
も
、
遡
っ
て
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

速
や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
請
日
の
翌
月
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
）

①
１０
月
以
降
に
加
東
市
外
へ
転
出

　
さ
れ
る
方
　
　

②
１０
月
以
降
に
お
子
さ
ま
が
生
ま

　
れ
た
方

問
い
合
わ
せ

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

　（
社
庁
舎
）
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　市では、保育現場で
虐待を早期発見し、防
止に繋げるため、市内
の保育士を対象に研修
会を行っています。参
加した保育士は、研修
内容を各園に持ち帰り、
園全体で共通理解を深めています。
　今後もこのような研修会を、子どもと関わるさ
まざまな機関を対象に実施し、虐待防止に努めて
いきます。

■児童虐待が疑われる例
①不自然な傷やあざが多い
②小さな子どもを残して親がたびたび外出している
③長時間、子どもが外に出されている
④いつも泣き声が絶えない
⑤暴力を振るわれているようだ
⑥お風呂に長期間入っていないようだ
⑦いつも季節に合わない服を着ている

■通告・相談先
家庭児童相談室（子育て支援課内）　　４３－０４４１
兵庫中央こども家庭センター　　０７８－９２１－９１１９

虐待未然防止研修会を開催

『守るのは　気づいたあなたの　その勇気』

　
１０
月
分
か
ら
の
子
ど
も
手
当
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で

受
け
取
っ
て
い
た
方
も
含
め
、
対
象
と
な
る
子
ど
も
を
養
育
し
て
い

る
す
べ
て
の
方
が
、
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
公
務
員
の
方
は
、

勤
務
先
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
）

※
平
成
２３
年
１０
月
１
日
に
受
給
要
件
に
該
当
し
て
い
る
方
は
、
平
成

　
２４
年
３
月
末
ま
で
に
申
請
を
す
れ
ば
、
１０
月
分
か
ら
の
手
当
を
遡

　
っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●0歳～3歳未満（一律）･････････････15,000円 
●3歳～小学校修了前
　①第1子・第2子･････････････････10,000円
　②第 3 子 以 降･････････････････15,000円
※第１子などの数え方：１８歳到達後の最初の３月３１日までの
　　　　　　　　　　 間にある子どもの数で数えます。

●中学生（一律）･･･････････････････10,000円 

【支給額】

１１月は児童虐待防止
推進月間です

●虐待を放置すると、最悪の場合は死に繋がったり、身体に重篤
な障害を及ぼすことがあります。

●もし虐待が事実でなかったとしても、通告者が責任を問われる
ことはありません。虐待を未然に防ぐため、間違いを恐れずに
すぐに通告しましょう


